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お客様、新型コロナウイルスの発生状況も下火になった様に思われますが、 

お元氣に活動されていますか？ 

 税務署の事務年度は毎年 7月 1日から 6月 30 日までの 1年間ですが、人事異

動は毎年 7 月 10 日(今年は 7 月 10 日が日曜日のため 7 月 11 日)に行われます。 

従って、事務年度が終了する 6 月中旬までに税務調査も終了することになりま

すが、翌事務年度に持ち越された税務調査が今年 1件ありました。 

ちょっと残念ですが、調査官の力量の無さかなと思います。 

 4 月 20 日に第 54 回山下会ゴルフコンペを実施しましたが、 

新型コロナウイルスの影響からか、11 名の参加者にとどまりました。 

以前のように参加者が 20 名以上になるのはいつになりますかね？ 

 2022 年 10 月 21 日の第 55 回山下会ゴルフコンペには是非多くの方に参加し

てもらいたいと思います。 

 私事ですが、税理士仲間(プロネットグループ)で約 30 年間勉強会を毎月して

います。毎年の楽しみは 6～7月頃の旅行です。国内を始め、海外にも行ってい

ました。 

ここ 3年間はコロナで旅行やゴルフは出来ませんでしたが、今年は 6月 11 日～

13 日に北海道(登別温泉地獄谷、富良野、小樽カントリー等)を回って、旅行を

楽しんできました。 

 今後もコロナに影響されない旅行が毎年できることを期待しています。 

お客様も新型コロナウイルス対策をしながら、大事な舵取りを誤らないよう

にお願い致します。 
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2022 年新年号 P7 にインボイス制度の改正内容と適用期間を紹介しましたが、続いてイン

ボイス制度に対する免税事業者と課税事業者の対応について解説します。 

 

 自社が課税事業者である場合   

 

インボイス制度の導入にあたり、課税事業者はインボイス発行事業者になるかどうかを、ど

のように判断すればよいのでしょうか。 

まず、インボイス発行事業者に登録した場合、販売先は仕入税額控除が可能になるため、

取引関係を継続する可能性が高いでしょう。 

一方、インボイス発行事業者にならない選択もあります。その場合、インボイス発行事業者

への登録申請や請求書の様式変更、インボイスの保存などの手間は発生しませんが、販売

先は仕入税額控除ができないため、取引関係を見直される可能性があります。 

 

選択肢 メリット デメリット 

インボイス発行事

業者の登録を行

う 

・販売先は仕入税額控除が可能と

なるため、取引が 継続する可能

性が高い 

・登録申請等の手間が発生する 

・自社の請求書の様式を変更 

しなければならない 

・発行したインボイスを保存す 

る必要がある 

インボイス発行事

業者の登録を行

わない 

・登録申請等の手間が発生しない 

・従来どおりの請求書が使用でき

る 

・インボイスを保 存する手間がか

からない 

・販売先は仕入税額控除ができ

ないため、取引が見直される可

能性がある 

 

 自社が免税事業者である場合 

 

インボイス制度導入後、インボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者への登録申

請を行った課税事業者のみです。免税事業者がインボイス発行事業者になるには、課税事

業者に切り替え、インボイス発行事業者への登録申請を行う必要があります。 

そのため、免税事業者は、課税事業者になりインボイス発行事業者になるか、免税事業者

のままでいるかを判断しなければなりません。 

課税事業者となってインボイス発行事業者登録を行った場合と、免税事業者のままインボ
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イス発行事業者にならなかった場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。 

 

選択肢 メリット デメリット 

課税事業者になり、イ

ンボイス発行事業者

登録を行う 

・販売先は仕入税額控除が

可能となるため、取引が継

続する可能性が高い 

・消費税の申告、納付が発生し、

納税事務の負担が増える 

・消費税分を販売価格に転嫁でき

ないと、利益が減少する 

免税事業者のままで

いる（インボイス発行

事業者にならない） 

・消費税の申告、納付が不

要 

・販売先は仕入税額控除ができな

いため、取引が見直される可能性

がある 

 

インボイス発行事業者になるかの判断は、販売先によっても異なります。例えば、販売先

が一般消費者のみの場合、仕入税額控除は不要なのでインボイス発行事業者になる必要は

ありません。ただし、現状は事業者への販売がなくても将来的に発生するかもしれません。ま

た、一般消費者だと思って販売していたところ、領収書を求められて、実は事業者だったとわ

かるケースもあります。さらに、販売先が事業者でも、その事業者が免税事業者や簡易課税

を選択している事業者なら仕入先からのインボイスは不要なので、インボイス発行事業者と

なる必要がない場合もあります。 

インボイス発行事業者になるかどうかは、自社の経営状況（収益状況、経理業務にかける

コスト、販売先、販売先との取引における関係性）や、将来の経営戦略などを踏まえ、総合的

に検討する必要があります。 

 

 原則課税・簡易課税の選択 

 

免税事業者がインボイス発行事業者になろうとするとき、２つの計算方法（原則課税と簡易

課税）のいずれかを選択することになります。 

簡易課税は、「仕入に係る消費税計算が不要になる」ことや、「仕入先からのインボイスの

保存が不要となる」といったメリットがあります。一方、複数の事業を行う事業者は、事業ごと

に異なるみなし仕入率で計算するため、課税売上を事業ごとに区分しなければならず、事務

負担が増える可能性があります。また、事業ごとに課税売上を区分していない場合は、もっと

も低いみなし仕入率での計算になるため、納税額が不利になることもあります。 

また、仕入や経費が少ない事業者は、原則課税を選択した場合より納税額が少なくなる一

方で、仕入や経費が多い事業者や、設備投資や事務所の改修など大きな経費計上を計画し

ている場合などは原則課税が有利な場合もあります。 

なお、簡易課税を選択すると 2年間は原則課税に変更できないので注意が必要です。詳し

くは担当者にご相談ください 


